
【様式】

所在地 主たる事業

北海道 運輸業

当社は、「ホワイト物流」推進運動の趣旨に賛同し、以下のように取り組むことを宣言します。 最終更新：

№

1 A ①

2 A ③

3 A ⑪

4 C ①

5 D ①

6 F ①

「ホワイト物流」推進運動

持続可能な物流の実現に向けた自主行動宣言

企業・組合名 役職 氏名

PR欄

大事な荷物を輸送する為、当社は「最新のデジタルタコグラフ・ドライブレコーダー」を搭載し安心と信頼を得るよう、日々安全管理

に努めています。また、当社物流部は他に冬は除雪、排雪、ユニットバス施工と幅広い事業をしてお客様のニーズに答えられるよう、

日々取り組んでいます。

物流の改善提案と協力
取引先や物流業者から、荷待ち時間や運転者の手作業での荷卸しの削減、付帯作業の合理化等について要請があっ
た場合は、真摯に協議に応じるとともに、自らも積極的に提案します。

性別年齢を問わず、多様な人材を獲得し、適切な育成と免許取得補助等や目標の達成者には四半期ごとにインセン
ティブを支給など適切な支援を行います。

・契約する物流事業者を選定する際には、関係法令の遵守状況を考慮します。
【参考】自動車運送事業者の行政処分情報検索（国土交通省HP）
          http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03punishment/cgi-bin/search.cgi

契約の相手方を選定する際の法
令遵守状況の考慮

荷役作業時の安全対策

パレット、カゴ台車、折りたたみコンテナ、通い箱等を活用し、荷役時間を削減します。

取組内容

多様な人材の獲得・育成

パレット等の活用

高速道路の利用

ホームページ

www.sanwa-l.jp

物流事業者から、高速道路の利用と料金の負担について相談があった場合は、真摯に協議に応じます。

荷役作業を行う場合には、労働災害の発生を防止するため、安全な作業手順の明示、安全通路の確保、足場の設置
等の対策を講じるとともに、事故が発生した場合の損害賠償責任の明確化を図ります。

三和物流サービス株式会社 代表取締役社長 金子　忠史

（取組方針）
・事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流の改善
に取り組みます。

（法令遵守への配慮）
・法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮を行い
ます。

（契約内容の明確化・遵守）
・運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

２０１９年　８月　１日

分類番号 取組項目

https://www.bing.com/search?q=%E4%B8%89%E5%92%8C%E7%89%A9%E6%B5%81%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE&form=EDNTHT&mkt=ja-jp&httpsmsn=1&plvar=0&refig=4c7be925c7f64de3dab4f53e09e54c7b&PC=DCTS&sp=1&pq=%E4%B8%89%E5%92%8C&sc=6-2&qs=HS&sk=PRES1&cvid=4c7be925c7f64de3dab4f53e09e54c7b&cc=JP&setlang=ja-JP

